
議会提案

公布・施行（こども支援委員会に関する部分は10月施行）

資料１１

こどもの権利に関する条例（仮称）制定に向けたスケジュール（案）について

令和７年10月31日
こ ど も 家 庭 室

１１月～
１２月

４月

７月～
８月

〈意見聴取等〉
〇児童養護施設（３か所）
〇市町村（４/22 ワンチームとやま連携推進本部第１回ワーキング
　　　　　グループ）

〈意見聴取等〉
〇特別支援学校（２校）
〇自立援助ホーム（１か所）

〈意見聴取等〉
〇高校（２校）

有識者会議の意見を踏まえた詳細な検討
関係団体との調整

８月

令
和
８
年

１０月

９月

〈意見聴取等〉
〇パブリックコメント（約１か月間）

第５回有識者会議（条例案の検討）

令
和
７
年

５月

６月

〈意見聴取等〉
〇市町村（10/６ ワンチームとやま連携推進本部第３回ワーキング
　　　　　グループ）（10/20まで）

第４回有識者会議（10/31）（条例素案（一部修正）の検討）

〈意見聴取等〉
〇こどもの意見表明交流会
（８/９ 富山市、８/20 高岡市・氷見市）
〇「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム in 富山
（８/２３）

１月

４月

３月

２月

１２月


